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議案第８５号  

羽生市体育館等の指定管理者の指定について  

 次のとおり羽生市体育館等の指定管理者を指定するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

１  公の施設の名称  

羽生市体育館、羽生中央公園、羽生北小学校体育館、新

郷第一小学校体育館、新郷第二小学校体育館、須影小学

校体育館、岩瀬小学校体育館、川俣小学校体育館、井泉

小学校体育館、手子林小学校体育館、三田ケ谷小学校体

育館、村君小学校体育館、羽生南小学校体育館、西中学

校体育館、南中学校体育館及び東中学校体育館  

２  指定管理者となる団体  

埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目２９２番地１  

毎日興業・スポーツフィールド  共同事業体  

代表団体  埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目２４４  

番地１  

毎日興業株式会社  

代表取締役  田部井  良  

３  指定の期間  

      令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで  

  

 


